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                              令和８年５月２２日 

 

広島市監査委員 古 川 智 之 

同       井 戸 陽 子  

同       川 村 真 治  

同       平 岡 優 一  

 

   包括外部監査の結果（指摘事項）に対する措置事項及び監査の意見に対する対応 

   結果の公表について 

 地方自治法第２５２条の３８第６項の規定により、広島市教育委員会から監査の結果に基づ

き措置を講じた旨の通知があったので、当該通知に係る事項を別紙のとおり公表する。 

 なお、併せて、広島市長及び広島市教育委員会から通知のあった監査の意見に対する対応結

果についても、当該通知に係る事項を公表する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

（別紙） 

令和６年度包括外部監査の結果に基づいて講じた措置等の公表 

（ 教 育 委 員 会 ） 

１ 監査結果及び監査意見公表年月日 

令和７年２月６日（広島市監査公表第３号） 

２ 包括外部監査人 

  松岡 賢 

３ 監査結果に基づいて講じた措置及び監査意見に対する対応結果通知年月日 

  令和８年５月１３日（広市教総施第３号） 

  令和８年５月１５日（広市教総学第５号） 

４ 監査のテーマ 

  教育に関する事業の財務事務の執行について 

５ 監査の結果（指摘事項）及び措置の内容 

(1) 備品台帳の廃棄処理漏れ（備品管理について）（監査対象校：吉島小学校） 

  （所管課：教育委員会総務部学事課） 

監 査 の 結 果 措 置 の 内 容 

 備品台帳に登録があるが現物が確認できないものがあ

る。 

 地図黒板が現物確認できなかった。廃棄しているが、

備品の廃棄手続が完了していないとのこと。学校内の備

品照合時に混乱が生じるため、廃棄手続を行い、廃棄す

るという流れに沿って処理を行い再発防止に努める必要

がある。 

 監査の指摘を受けて、廃棄済

みである該当備品について、備

品台帳登録の抹消手続を行っ

た。 

 また、物品の適正管理に関

し、備品管理に係る注意事項等

について周知徹底を図るため、

全ての学校長等宛てに、令和７

年１月に文書により通知し、再

発防止に努めている。 

 

(2) 私物の取扱不備（備品管理について）（監査対象校：吉島小学校） 

  （所管課：教育委員会総務部学事課） 

監 査 の 結 果 措 置 の 内 容 

 音楽室に私物のパソコンがある。個人情報管理の観点

から、学校備品のパソコンのみで作業を行うべきであ

る。 

 監査の指摘を受けて、該当校

の教職員に対し、公務における

私物パソコンの使用禁止を周知

徹底した。 

 また、物品の適正管理に関

し、備品管理に係る注意事項等

について周知徹底を図るため、

全ての学校長等宛てに、令和７

年１月に文書により通知し、再

発防止に努めている。 

 

(3) 備品シールの貼付漏れ（備品管理について）（監査対象校：段原小学校） 

  （所管課：教育委員会総務部学事課） 

監 査 の 結 果 措 置 の 内 容 

 備品台帳に登録があるが備品シールの貼付がない。 

 運動場のサッカーゴールについて、備品台帳に４台登

録があるが、３台のみ備品シールが貼付され、１台は貼

付されていなかった。室内ではないため、備品シールの

貼付とその管理については難しい面もあるが、照合事務

の都度、備品シールの貼り直しを講じるなどして対応す

 監査の指摘を受けて、改めて

備品台帳に登録されているサッ

カーゴールについて同台帳と現

物を照合したところ、一致し、

全て備品シールが貼付されてい

ることを確認した。なお、監査



 

る必要がある。 において貼付されていないと指

摘されたサッカーゴールは備品

に当たらないものであった。 

 

(4) 備品シールの取扱不備（備品管理について）（監査対象校：段原小学校） 

  （所管課：教育委員会総務部学事課） 

監 査 の 結 果 措 置 の 内 容 

 備品台帳に登録がないが備品シールの貼付がある。 

 理科準備室の管理番号４２６０００４４１１００１の

物品について備品シールの貼付があるが備品台帳にな

い。 

 消耗品への分類変更に伴い備品台帳から抹消されたも

のと考えられるとのことから備品シールの抹消手続を行

うべきである。その他の物品においては、分類変更の際

に備品シールに斜線等を付して備品シールの抹消手続を

行っているため、速やかに備品シールの抹消手続を実施

する必要がある。 

 監査の指摘を受けて、該当物

品に貼付された備品シールの抹

消手続を行った。 

 また、物品の適正管理に関

し、備品管理に係る注意事項等

について周知徹底を図るため、

全ての学校長等宛てに、令和７

年１月に文書により通知し、再

発防止に努めている。 

 

(5) 備品シールの貼付漏れ（備品管理について）（監査対象校：大河小学校） 

  （所管課：教育委員会総務部学事課） 

監 査 の 結 果 措 置 の 内 容 

 コンピュータ室のコンピューターソフトを１０本パッ

クで１枚としているが、１０本のうち一部に備品シール

の貼付がなかった。複数を１単位としている場合は紛失

した場合など想定し管理の観点から１０本全てに備品シ

ールの貼付をする必要がある。 

 監査の指摘を受けて、該当備

品を構成するコンピュータソフ

ト１本ごとに備品シールを貼付

した。 

また、物品の適正管理に関

し、備品管理に係る注意事項等

について周知徹底を図るため、

全ての学校長等宛てに、令和７

年１月に文書により通知し、再

発防止に努めている。 

 

(6) 備品台帳の廃棄処理漏れ（備品管理について）（監査対象校：大河小学校） 

  （所管課：教育委員会総務部学事課） 

監 査 の 結 果 措 置 の 内 容 

 備品台帳に登録があるが現物が確認できないものがあ

る。 

 屋内運動場を使用場所とする卓球台 ２台（平成１２

年度取得）について、備品台帳に登録があるが現物確認

できなかった。調査後、現物について廃棄処分をしてい

ることが判明した。物品を廃棄処分する際には、帳簿上

の処理の必要性を必ず確認し、再発防止に努める必要が

ある。 

 監査の指摘を受けて、廃棄済

みである該当備品について、備

品台帳登録の抹消手続を行っ

た。 

 また、物品の適正管理に関

し、備品管理に係る注意事項等

について周知徹底を図るため、

全ての学校長等宛てに、令和７

年１月に文書により通知し、再

発防止に努めている。 

 

 

(7) 備品台帳への登録漏れ（備品管理について）（監査対象校：大河小学校） 

  （所管課：教育委員会総務部学事課） 

監 査 の 結 果 措 置 の 内 容 



 

 備品台帳に登録がないが現物があると確認されたもの

がある。 

 屋内運動場に現物確認された卓球台 ２台（平成１６

年度取得※）について、備品台帳に登録がなかった。調

査したところ、備品台帳において既に廃棄処理を行って

いた。おそらく、平成１２年度のものと間違って処理を

行っていた可能性が高いとのことである。備品シールに

ついても、新財務会計システムの備品シールの貼付がな

い。 

 管理者（使用者）は照合事務の際に備品シールの貼付

も必ず確認するよう徹底する必要がある。 

 ※旧財務会計システムの備品シールの貼付があるた

め、そこから年度を平成１６年度のものと判断した。 

 監査の指摘を受けて、改めて

確認したところ、該当備品は使

用に耐えない状態であったた

め、現物を廃棄した。 

 また、物品の適正管理に関

し、備品管理に係る注意事項等

について周知徹底を図るため、

全ての学校長等宛てに、令和７

年１月に文書により通知し、再

発防止に努めている。 

 

(8) 備品シールの取扱不備（備品管理について）（監査対象校：己斐小学校） 

  （所管課：教育委員会総務部学事課） 

監 査 の 結 果 措 置 の 内 容 

 体育館倉庫にあるスピーカーについて備品から消耗品

に分類変更しているが備品シールの抹消手続が行われて

いなかった。備品シールについては消耗品への分類変更

の際に備品シールの抹消手続について処理方法の例示が

通知されている。備品シールに×印若しくは斜線等の措

置を講じるべきである。今後は備品シールの抹消手続に

ついて周知徹底すべきである。 

 監査の指摘を受けて、該当物

品に貼付された備品シールの抹

消手続を行った。 

 また、物品の適正管理に関

し、備品管理に係る注意事項等

について周知徹底を図るため、

全ての学校長等宛てに、令和７

年１月に文書により通知し、再

発防止に努めている。 

 

(9) 楽器の取扱い・廃棄処分等の検討について（備品管理について） 

（監査対象校：己斐小学校） 

  （所管課：教育委員会総務部学事課） 

監 査 の 結 果 措 置 の 内 容 

 琴・チェロに備品シールの貼付がない。また、チェロ

は弦が外された状態であり、琴の上に重ねて置いてあ

り、明らかに長期間使用していないと思われる。使用を

予定している又は修繕を予定している場合でも楽器の取

扱いとしては不適切であると思われる。今後も使用する

予定がない場合は廃棄等を検討すべきである。 

 監査の指摘を受けて、備品登

録されている該当備品について

改めて確認したところ、琴につ

いては、使用可能であったこと

から、備品シールを貼付した。 

 チェロについては、使用に耐

えない状態であったため、備品

台帳登録の抹消手続を行うとと

もに、現物を廃棄した。 

 また、物品の適正管理に関

し、備品管理に係る注意事項等

について周知徹底を図るため、

全ての学校長等宛てに、令和７

年１月に文書により通知し、再

発防止に努めている。 

 

(10) 備品シールの取扱不備（備品管理について）（監査対象校：安東小学校） 

  （所管課：教育委員会総務部学事課） 

監 査 の 結 果 措 置 の 内 容 



 

 備品台帳の登録がないが、備品シールの貼付がある。 

 スタジオに現物確認されたプロジェクター ２台が備

品台帳に登録がないが、備品シールの貼付がある。備品

シールは新財務会計システムの備品シールであるが、ベ

ルマークによる取得と思われるシールの貼付もあり、調

査のうえ適宜、備品シールの抹消手続を実施する必要が

ある。今後は、校内で備品シールの抹消手続について周

知徹底を図るべきである。 

 監査の指摘を受けて、改めて

確認したところ、備品台帳の登

録が抹消され、備品シールの貼

付がある当該物品は使用に耐え

ない状態であったため、現物を

廃棄した。 

 また、物品の適正管理に関

し、備品管理に係る注意事項等

について周知徹底を図るため、

全ての学校長等宛てに、令和７

年１月に文書により通知し、再

発防止に努めている。 

 

(11) 消耗品へ変更した物品の備品シールの取扱不備（備品管理について） 

（監査対象校：三入小学校） 

  （所管課：教育委員会総務部学事課） 

監 査 の 結 果 措 置 の 内 容 

 備品台帳に登録があるが、備品シールに消耗品扱いと

するシールの貼付がある。三入小学校では備品から消耗

品への分類変更の際の備品シールの抹消手続として、色

付きの丸いシールを備品シールに重ねて貼付している。

使用場所の登録がプールとなっている備品「遊びバルー

ン」について、備品であるにも関わらず、消耗品と認識

される色付きの丸いシールの貼付があった。備品で間違

いないとのことなので、是正し、使用者・管理者に色付

きの丸いシールの意味について校内で周知徹底する必要

がある。 

 監査の指摘を受けて、該当備

品に貼付していた丸いシールを

剝がした。今後は備品と消耗品

の誤認を防ぐため、備品シール

の抹消手続の際に、消耗品と記

載したラベルを貼付することと

した。 

 また、物品の適正管理に関

し、備品管理に係る注意事項等

について周知徹底を図るため、

全ての学校長等宛てに、令和７

年１月に文書により通知し、再

発防止に努めている。 

 

(12) 備品シールの貼付漏れ（備品管理について）（監査対象校：国泰寺中学校） 

  （所管課：教育委員会総務部学事課） 

監 査 の 結 果 措 置 の 内 容 

 備品台帳に登録があるが備品シールの貼付がない。 

 体育館に登録がある跳び箱、美術室に登録があるビデ

オテープに備品シールの貼付がなかったが、形状等から

現物と判断された。備品の照合事務の際には管理者（使

用者）から備品シールの貼付がないものについても報告

をもらうように徹底すべきである。 

 監査の指摘を受けて、該当備

品に備品シールを貼付した。 

 また、物品の適正管理に関

し、備品管理に係る注意事項等

について周知徹底を図るため、

全ての学校長等宛てに、令和７

年１月に文書により通知し、再

発防止に努めている。 

 

(13) 現物確認できない備品（備品管理について）（監査対象校：国泰寺中学校） 

  （所管課：教育委員会総務部学事課） 

監 査 の 結 果 措 置 の 内 容 

 備品台帳に登録があるが現物が確認できないものがあ

る。 

 木工室に登録がある糸のこ盤と電気掃除機の現物が確

認できなかった。調査後、適宜対応する必要がある。 

 監査の指摘を受けて、改めて

備品調査を行い、木工室におい

て該当備品の現物を確認した。 

 また、物品の適正管理に関

し、備品管理に係る注意事項等



 

について周知徹底を図るため、

全ての学校長等宛てに、令和７

年１月に文書により通知し、再

発防止に努めている。 

 

(14) 備品シールの取扱不備（備品管理について）（監査対象校：瀬野川中学校） 

  （所管課：教育委員会総務部学事課） 

監 査 の 結 果 措 置 の 内 容 

 備品台帳に登録がないのに、備品シールの貼付があ

る。 

 理科準備室に現物確認されたテレビ２台、金工室に現

物確認されたテレビ１台・整理棚１台、教育相談室に現

物確認されたテーブル（四角・丸）２台について備品台

帳に登録がないのに備品シールの貼付がある。いずれも

消耗品へ分類変更された際に、備品シールの抹消手続が

されていないものであった。瀬野川中学校では備品シー

ルの抹消手続については斜線を付しているとのことなの

で、抹消手続の実行と備品照合の際には備品シールの抹

消手続がされていない物品について調査担当者から報告

を求めるように周知徹底すべきである。 

 監査の指摘を受けて、該当物

品に貼付された備品シールの抹

消手続を行った。 

 また、物品の適正管理に関

し、備品管理に係る注意事項等

について周知徹底を図るため、

全ての学校長等宛てに、令和７

年１月に文書により通知し、再

発防止に努めている。 

 

(15) 備品シールの貼付漏れ（備品管理について）（監査対象校：五日市中学校） 

  （所管課：教育委員会総務部学事課） 

監 査 の 結 果 措 置 の 内 容 

備品台帳に登録があるが、備品シールの貼付がない。 

 卓球台について、旧財務会計システムの備品シールの

貼付があり、現行の備品シールの貼付がない。今後の備

品照合の際に現物確認が困難になるため、備品シールの

作成・貼付を徹底すべきである。 

 監査の指摘を受けて、該当備

品に現行の備品シールを貼付し

た。 

 また、物品の適正管理に関

し、備品管理に係る注意事項等

について周知徹底を図るため、

全ての学校長等宛てに、令和７

年１月に文書により通知し、再

発防止に努めている。 

 

(16) 備品シールの取扱不備（備品管理について）（監査対象校：五日市中学校） 

  （所管課：教育委員会総務部学事課） 

監 査 の 結 果 措 置 の 内 容 

 備品台帳に登録がないが、備品シールの貼付がある。 

 ふれあい広場・被服室（調理室）・金工室・第２音楽

室の各教室のテレビ台が備品台帳に登録がないが、備品

シールの貼付がある。消耗品への分類変更の際に備品シ

ールの抹消手続がされていなかった。備品シールの抹消

手続について五日市中学校では斜線を付す方法を取って

いる。備品照合の際には備品シールの抹消手続について

も校内で周知徹底すべきである。 

 監査の指摘を受けて、該当物

品に貼付された備品シールの抹

消手続を行った。 

 また、物品の適正管理に関

し、備品管理に係る注意事項等

について周知徹底を図るため、

全ての学校長等宛てに、令和７

年１月に文書により通知し、再

発防止に努めている。 

 

(17) 備品台帳の廃棄処理漏れ（備品管理について）（監査対象校：五日市中学校） 

  （所管課：教育委員会総務部学事課） 

監 査 の 結 果 措 置 の 内 容 



 

 備品台帳に登録があり、現物が確認できないものがあ

る。 

 コンピュータ室に登録があるインタラクティブユニッ

トと体育館放送室に登録があるテープレコーダーについ

て現物確認ができなかった。（監査終了後、五日市中学

校から２点とも廃棄手続きを行った旨の連絡あり。令和

６年８月） 

 備品照合の際には、現物との突合を確実に行い、再発

防止に努める必要がある。 

 監査の指摘を受けて、物品の

適正管理に関し、備品管理に係

る注意事項等について周知徹底

を図るため、全ての学校長等宛

てに、令和７年１月に文書によ

り通知し、再発防止に努めてい

る。 

 

(18) 備品台帳に登録がない物品について（私物預かり）（備品管理について） 

（監査対象校：五日市中学校） 

  （所管課：教育委員会総務部学事課） 

監 査 の 結 果 措 置 の 内 容 

 五日市中学校は体育館とは別に、卓球室がある。卓球

室に卓球台がいつでも使用できる状態で設置してあるの

だが、そのうち１台が備品でもなく、寄贈でもなく私物

であった。破損時の対応など、トラブル発生を想定し事

前の取り決めが必要である。今後、所有者と協議し預り

証等の書面を交わすことを検討すべきである。 

 監査の指摘を受けて、該当物品

の所有者から令和８年１月に寄贈

を受けた。 

 また、物品の適正管理に関し、

備品管理に係る注意事項等につい

て周知徹底を図るため、全ての学

校長等宛てに、令和７年１月に文

書により通知し、再発防止に努め

ている。 

 

(19) 備品シールの取扱不備（備品管理について）（監査対象校：基町高等学校） 

  （所管課：教育委員会総務部学事課） 

監 査 の 結 果 措 置 の 内 容 

 備品台帳に登録がないのに備品シールの貼付がある。 

 体育教官室で現物確認されたホワイトボードには消耗

品へ分類変更されたのに備品シールの抹消手続がされて

いない物品が確認された。備品シールの抹消手続につい

ては会計室から例示が出されており、基町高等学校では

斜線を付す方法で消耗品であることを示している。 

 備品シールに×印若しくは斜線等の措置を講じ、教員

等の使用者に備品シールの抹消手続きについて周知徹底

すべきである。 

 監査の指摘を受けて、該当物

品に貼付された備品シールの抹

消手続を行った。 

 また、物品の適正管理に関

し、備品管理に係る注意事項等

について周知徹底を図るため、

全ての学校長等宛てに、令和７

年１月に文書により通知し、再

発防止に努めている。 

 

(20) 備品台帳の廃棄処理漏れ（備品管理について）（監査対象校：基町高等学校） 

  （所管課：教育委員会総務部学事課） 

監 査 の 結 果 措 置 の 内 容 

 備品台帳に登録があるが、現物が確認できないものが

ある。 

 物理準備室に登録がある「力の実験器」（昭和５５年

取得）が現物確認できなかった。調査した結果、耐用年

数を過ぎた古い備品であり使用に耐えられないため、廃

棄処分を行っていたとのことである。 

 この備品は補助金活用による取得で、理科教育設備台

帳にも登録の物品であったため、理科教育設備台帳の修

正も早期に行われなければならない。 

 理科物品については今後このようなことがないよう学

校で協議し対策を検討すべきである。 

 監査の指摘を受けて、廃棄済

みである該当物品について、備

品台帳及び理科教育設備台帳の

登録の抹消手続を行った。 

また、理科教育設備台帳の更

新に合わせて、同台帳と現物の

照合の徹底を図るよう通知し

た。 

 備品管理については、物品の

適正管理に関し、備品管理に係

る注意事項等について周知徹底



 

を図るため、全ての学校長等宛

てに、令和７年１月に文書によ

り通知し、再発防止に努めてい

る。 

 

(21) 備品シールの貼付漏れ（備品管理について） 

（監査対象校：広島みらい創生高等学校） 

  （所管課：教育委員会総務部学事課） 

監 査 の 結 果 措 置 の 内 容 

 備品台帳に登録があるが備品シールの貼付がない。 

 機械工作室に登録がある整理戸棚３台、食堂に登録が

ある給茶器１台、音楽室に登録がある大太鼓１台、美術

教室に登録がある乾燥棚４台と保管庫５台について、監

査時には備品シールの貼付がなかった。学校担当者と確

認し、備品台帳の形状等から現物はあるが、備品シール

の貼付漏れであると判断された。備品シールの重要性を

管理者（使用者）に周知し、再発防止に努める必要があ

る。 

 監査の指摘を受けて、該当備

品に備品シールを貼付した。 

 また、物品の適正管理に関

し、備品管理に係る注意事項等

について周知徹底を図るため、

全ての学校長等宛てに、令和７

年１月に文書により通知し、再

発防止に努めている。 

 

(22) 備品シールの取扱不備（備品管理について） 

（監査対象校：広島みらい創生高等学校） 

  （所管課：教育委員会総務部学事課） 

監 査 の 結 果 措 置 の 内 容 

 備品台帳に登録がないが備品シールの貼付があるもの

が確認された。 

 介護教室に現物確認された体験用具２台、理科準備室

に現物確認されたテレビ１台について備品シールの貼付

があるが備品台帳に登録がない。 

 消耗品への分類変更に伴い備品台帳から抹消されたも

のと思われるがその場合は備品シールの抹消手続を行う

べきである。その他の物品については備品シールの抹消

手続は×印若しくは斜線等を付していたため、同様に措

置を講じる必要がある。 

 監査の指摘を受けて、消耗品

に分類変更されている体験用具

について、貼付された備品シー

ルの抹消手続を行った。また、

テレビについては、改めて備品

台帳に登録するとともに、備品

シールを貼付した。 

 また、物品の適正管理に関

し、備品管理に係る注意事項等

について周知徹底を図るため、

全ての学校長等宛てに、令和７

年１月に文書により通知し、再

発防止に努めている。 

 

(23) 備品シールの貼付漏れ（備品管理について）（監査対象校：広島商業高等学校） 

  （所管課：教育委員会総務部学事課） 

監 査 の 結 果 措 置 の 内 容 

 備品台帳に登録があるが、備品シールの貼付がない。 

 ＣＧラボ室に登録がある長机 ２１脚（令和３年度購

入）と思われる備品全てに備品シールの貼付がない。長

机の上に設置されているディスプレイ全てにも備品シー

ルの貼付がない。備品台帳に登録があるディスプレイは

２０台で恐らくこれに該当する備品と思われる。 

 また、黒板（令和３年度購入 取得価額９３４，５６

０円）４台もＣＧラボ室が使用場所となっており、現物

と思われるものが２台あったが、備品シールの貼付がな

く、残りの２台については別場所で使用されているとの

ことであった。 

 監査の指摘を受けて、該当備

品について、備品シールを貼付

し、又は備品台帳の「使用場

所」の欄に正しい設置場所を記

載した。 

また、物品の適正管理に関

し、備品管理に係る注意事項等

について周知徹底を図るため、

全ての学校長等宛てに、令和７

年１月に文書により通知し、再

発防止に努めている。 



 

 ディスプレイには備品の納入業者が作成した管理番号

に類似しているシールの貼付は確認されたが（１台）、

備品の搬入後、学校側で備品シールの作成・貼付をされ

た形跡がない。古い備品においてもＣＧラボ室の整理箱

（平成１６年度取得）と思われるものに備品シールの貼

付がない。備品シールの貼付がないことから現物確認が

できないため、現物なしとする判断もあるが、数量が多

いため、備品シールの貼付漏れと判断した。備品には漏

れなく備品シールを貼付するべきである。 

 

(24) 備品シールの取扱不備（備品管理について）（監査対象校：広島商業高等学校） 

  （所管課：教育委員会総務部学事課） 

監 査 の 結 果 措 置 の 内 容 

 備品台帳に登録がないが、備品シールの貼付がある。 

 音楽室で現物確認されたシンバルと保健室において現

物確認された車椅子について消耗品に分類変更されてい

るにもかかわらず備品シールの抹消手続がされていな

い。 

 備品シールに×印若しくは斜線等の措置を講じ、教員

等の使用者に備品シールの抹消手続について周知徹底す

べきである。 

 監査の指摘を受けて、消耗品

に分類変更されている該当物品

について、貼付された備品シー

ルの抹消手続を行った。 

 また、物品の適正管理に関

し、備品管理に係る注意事項等

について周知徹底を図るため、

全ての学校長等宛てに、令和７

年１月に文書により通知し、再

発防止に努めている。 

 

(25) 備品台帳の廃棄処理漏れ（備品管理について）（監査対象校：広島商業高等学校） 

  （所管課：教育委員会総務部学事課） 

監 査 の 結 果 措 置 の 内 容 

 備品台帳に登録があるが、現物が確認できないものが

ある。 

 ＣＧラボ室に登録があるテレビ４台・冷蔵庫１台、放

送室に登録があるスピーカー２台・ミキシングアンプ１

台・コンパクトディスクプレーヤー１台・ビデオディス

クプレーヤー２台について、既に廃棄処理をしているた

め現物がないとのことであった。廃棄する備品について

は廃棄登録漏れが生じないよう細心の注意を払い、現物

の廃棄処理と台帳の廃棄登録に時差が生じないようにし

なければならない。今回の件は速やかに備品台帳に適正

に登録をするべきである。 

 監査の指摘を受けて、廃棄済

みである該当物品について、備

品台帳登録の抹消手続を行っ

た。 

 また、物品の適正管理に関

し、備品管理に係る注意事項等

について周知徹底を図るため、

全ての学校長等宛てに、令和７

年１月に文書により通知し、再

発防止に努めている。 

 

(26) 備品の使用場所の変更・使用していない備品の廃棄検討について（備品管理につい

て） 

（監査対象校：広島商業高等学校） 

  （所管課：教育委員会総務部学事課） 

監 査 の 結 果 措 置 の 内 容 

 グランドピアノが音楽室・講堂・プレゼン準備室にそ

れぞれ１台ずつ登録されているが、どれも使用場所とし

て登録されている場所に設置されていない。おそらく長

年移動はないとのことなので、学校内の備品照合時には

「グランドピアノが実際にある」との確認のみで備品シ

ール（管理番号）との突合がされていないと思われる。

グランドピアノの移動が予定されていない場合は速やか

 監査の指摘を受けて、改めて

確認したところ、音楽室のグラ

ンドピアノは、備品台帳と現物

が一致していること、講堂とプ

レゼン準備室のグランドピアノ

は、備品シールが入れ替わって

貼付されていることが判明し、



 

に使用場所の登録変更をするべきである。 

 また、調理室が使用場所となっているテレビが音楽室

にカバーをかけた状態で設置されている。現時点では使

用していないが今後、使用する予定の場合は使用場所の

登録変更をするべきである。 

 また、かなり大きめなテレビのため場所を取ってお

り、音楽室の有効活用という観点から、今後も使用する

見込みがない場合は廃棄を検討すべきである。 

講堂とプレゼン準備室のグラン

ドピアノについては正しいシー

ルを貼付した。 

テレビについては、今後音楽

室で使用するため、備品台帳の

「使用場所」の欄を「音楽室」

に変更した。 

 また、物品の適正管理に関

し、備品管理に係る注意事項等

について周知徹底を図るため、

全ての学校長等宛てに、令和７

年１月に文書により通知し、再

発防止に努めている。 

 

(27) 令和４年度整備備品の登録漏れ（令和６年度登録）（備品管理について） 

（監査対象校：広島商業高等学校） 

  （所管課：教育委員会総務部学事課） 

監 査 の 結 果 措 置 の 内 容 

 令和４年度整備備品プロジェクター２１台、電子黒板

１３台、その他２１件が登録漏れのため令和５年度・令

和６年度登録となっている。 

 プロジェクター及び電子黒板については、購入担当課

の教育企画課が今回の監査をきっかけにして登録漏れを

確認した。電子黒板については補助金を活用して購入し

た備品である。また、金額・点数においても登録漏れの

量が多い。 

 これらの状況を踏まえても、備品管理体制について整

備・見直しを図るべきである。 

 監査の指摘を受けて、物品の

適正管理に関し、備品管理に係

る注意事項等について周知徹底

を図るため、全ての学校長等宛

てに、令和７年１月に文書によ

り通知し、再発防止に努めてい

る。 

 

(28) 備品シールの貼付漏れ①（備品管理について）（監査対象校：沼田高等学校） 

  （所管課：教育委員会総務部学事課） 

監 査 の 結 果 措 置 の 内 容 

 備品台帳に登録があるのに備品シールの貼付がない。 

 第２体育館の「応接セット」に備品シールの貼付がな

い。内容として「長椅子・１人椅子２ テーブル」とな

っているため、担当の先生と確認し現物ありと判断し

た。テーブルについては備品シールの貼付が可能である

ため、備品シールを確実に貼り付けるべきである。 

 監査の指摘を受けて、該当備

品に備品シールを貼付した。 

 また、物品の適正管理に関

し、備品管理に係る注意事項等

について周知徹底を図るため、

全ての学校長等宛てに、令和７

年１月に文書により通知し、再

発防止に努めている。 

 

(29) 備品シールの貼付漏れ②（備品管理について）（監査対象校：沼田高等学校） 

  （所管課：教育委員会総務部学事課） 

監 査 の 結 果 措 置 の 内 容 

 備品台帳に登録があるが備品シールの貼付がない。物

理準備室に登録がある光学実験用セット １個につい

て、備品シールの貼付がなかったが、担当の先生と確認

し現物であると判断した。固めの布製のケースにレンズ

が収納されているため、備品シールの貼付が困難だった

のかもしれないが、今後は誰もが備品照合できるように

備品シールの貼付を確実に実施するべきである。 

 監査の指摘を受けて、該当備

品に備品シールを貼付した。 

 また、物品の適正管理に関

し、備品管理に係る注意事項等

について周知徹底を図るため、

全ての学校長等宛てに、令和７

年１月に文書により通知し、再



 

発防止に努めている。 

 

(30) 備品シールの貼付漏れ③（備品管理について）（監査対象校：沼田高等学校） 

  （所管課：教育委員会総務部学事課） 

監 査 の 結 果 措 置 の 内 容 

 理科１準備室 備品図書について「現代生物学大系 

全１４巻 １９冊」について、数量の現物確認はできて

いるが、それぞれ１冊ごとに備品シールの貼付がない。 

 第１巻のみ備品シールの貼付がある。その他は旧財務

会計システムのラベルの貼付があり備品管理できない

為、現行の備品シールを作成し貼付をするべきである。 

 監査の指摘を受けて、該当備

品を構成する図書１冊ごとに現

行の備品シールを貼付した。 

 また、物品の適正管理に関

し、備品管理に係る注意事項等

について周知徹底を図るため、

全ての学校長等宛てに、令和７

年１月に文書により通知し、再

発防止に努めている。 

 

(31) 備品シールの取扱不備①（備品管理について）（監査対象校：沼田高等学校） 

  （所管課：教育委員会総務部学事課） 

監 査 の 結 果 措 置 の 内 容 

 体育教室に現物確認されたミキシングアンプ、テレビ

（管理番号４０３１０２７６００１）について備品台帳

に登録がないのに備品シールの貼付があった。消耗品へ

の分類変更に伴い備品台帳から抹消されたものと考えら

れるとのことから、備品シールに×印若しくは斜線等の

措置を講じ、教員等の使用者に備品シールの抹消手続き

について周知徹底すべきである。 

 監査の指摘を受けて、該当物

品に貼付された備品シールの抹

消手続を行った。 

 また、物品の適正管理に関

し、備品管理に係る注意事項等

について周知徹底を図るため、

全ての学校長等宛てに、令和７

年１月に文書により通知し、再

発防止に努めている。 

 

(32) 備品シールの取扱不備②（備品管理について）（監査対象校：沼田高等学校） 

  （所管課：教育委員会総務部学事課） 

監 査 の 結 果 措 置 の 内 容 

 化学準備室に現物確認されたＯＨＰ用台は備品台帳に

登録がないのに備品シールの貼付があった。消耗品への

分類変更に伴い備品台帳から抹消されたものと考えられ

るとのことから、備品シールに×印若しくは斜線等の措

置を講じ、教員等の使用者に備品シールの抹消手続きに

ついて周知徹底すべきである。備品照合の際には備品台

帳に登録がなく、備品シールの貼付があるものについて

は報告するよう徹底すべきである。 

 監査の指摘を受けて、該当物

品に貼付された備品シールの抹

消手続を行った。 

 また、物品の適正管理に関

し、備品管理に係る注意事項等

について周知徹底を図るため、

全ての学校長等宛てに、令和７

年１月に文書により通知し、再

発防止に努めている。 

 

(33) 現物確認できない備品（備品管理について）（監査対象校：沼田高等学校） 

  （所管課：教育委員会総務部学事課） 

監 査 の 結 果 措 置 の 内 容 

 備品台帳に登録があるのに現物確認ができていない。 

 ダンスルームの「液晶プロジェクター」の登録がある

が現物確認ができていない。調査の結果、液晶プロジェ

クターを構成するスクリーンのみ現存しており、備品台

帳の取得価額からスクリーンとして登録継続して良いか

判断が困難とのことで、検討後、廃棄処分等の処理を行

 監査の指摘を受けて、廃棄済

みである液晶プロジェクターに

ついて、備品台帳登録の抹消手

続を行うとともに、スクリーン

について、消耗品に分類変更し

た。 



 

うとのことである。 

 令和４年度の照合確認の台帳に既に「不明」と記載が

あり、当時から現物確認が困難であったことが推測でき

る。今後は年に一度実施する備品の照合事務の際に、不

明物品の調査を確実に行うべきである。 

 また、物品の適正管理に関

し、備品管理に係る注意事項等

について周知徹底を図るため、

全ての学校長等宛てに、令和７

年１月に文書により通知し、再

発防止に努めている。 

 

(34) 備品シールの貼付漏れ（備品管理について）（監査対象校：広島特別支援学校） 

  （所管課：教育委員会総務部学事課） 

監 査 の 結 果 措 置 の 内 容 

 備品台帳に登録があるが備品シールの貼付がない。 

 訪問学級室に登録がある衝立１台・音楽教室に登録が

ある和太鼓１台について備品シールの貼付がなかった。 

 音楽教室の和太鼓１台については別に寄贈された太鼓

台（備品）の上にのせられており、同太鼓台に備品シー

ルが貼付されたため、貼付済みと勘違いして和太鼓への

備品シールの貼付漏れが発生したと思われる。備品の照

合事務の際には、備品シールの貼付がないものに関して

の報告を徹底し、再発防止に努める必要がある。 

 監査の指摘を受けて、該当備

品に備品シールを貼付した。 

 また、物品の適正管理に関

し、備品管理に係る注意事項等

について周知徹底を図るため、

全ての学校長等宛てに、令和７

年１月に文書により通知し、再

発防止に努めている。 

 

(35) 備品台帳の廃棄処理漏れ（備品管理について）（監査対象校：広島特別支援学校） 

  （所管課：教育委員会総務部学事課） 

監 査 の 結 果 措 置 の 内 容 

 備品台帳に登録があって現物が確認できないものがあ

る。 

 訪問学級室に登録がある衝立１台が備品台帳に登録が

あるが現物が確認されない。監査時に再度捜索し確認し

たが、現物を確認できなかった。他の教室への移動も考

えられないこと、配置職員も衝立を見たことが無いとの

ことから、おそらく現配置職員の異動前に廃棄されてい

たが、抹消登録がされていなかったと思われる。廃棄処

分の際には、帳簿上の処理の必要性を認識し、職員に周

知徹底して再発防止に努める必要がある。 

 監査の指摘を受けて、廃棄済

みである該当物品について、備

品台帳登録の抹消手続を行っ

た。 

 また、物品の適正管理に関

し、備品管理に係る注意事項等

について周知徹底を図るため、

全ての学校長等宛てに、令和７

年１月に文書により通知し、再

発防止に努めている。 

 

６ 監査の意見及び対応の内容 

(1) 使用していない備品について保管転換等の検討（備品管理について） 

（監査対象校：段原小学校） 

  （所管課：教育委員会総務部学事課） 

監 査 の 意 見 対 応 の 内 容 

 養護室に使用していない殺菌器あり。殺菌器は平

成６年取得のものであり、長期間使用されていない

ことが明らかである。再度保管転換等を検討された

い。 

 監査の意見を受けて、該当備品の

取扱いについて改めて検討したとこ

ろ、該当備品は使用に耐えない状態

であったため、廃棄した。 

 また、物品の適正管理に関し、備

品管理に係る注意事項等について周

知徹底を図るため、全ての学校長等

宛てに、令和７年１月に文書により

通知し、再発防止に努めている。 

 

 

 



 

(2) 使用していない物品について廃棄処分の検討（備品管理について） 

（監査対象校：大河小学校） 

  （所管課：教育委員会総務部学事課） 

監 査 の 意 見 対 応 の 内 容 

 音楽室にブラウン管テレビがあり吊下げ棚に設置

してあるが画面に歌詞カードが貼付してあり、  テ

レビとしては使用されていないことは明らかであ

る。別に購入されたテレビもあることから、今後使

用する可能性がない又はその可能性が低い場合は廃

棄処分を検討されたい。 

 監査の意見を受けて、該当物品の

取扱いについて改めて検討したとこ

ろ、該当物品は使用に耐えない状態

であったため、廃棄した。 

 また、物品の適正管理に関し、備

品管理に係る注意事項等について周

知徹底を図るため、全ての学校長等

宛てに、令和７年１月に文書により

通知し、再発防止に努めている。 

 

(3) 体育倉庫の利用方法についての検討（備品管理について）（監査対象校：大河小学校） 

  （所管課：教育委員会総務部学事課） 

監 査 の 意 見 対 応 の 内 容 

 備品の卓球台については平成１６年度のものと平

成１２年度のものとを間違えて廃棄処理したことに

より発生したものと思われる。今後このようなこと

が発生しないためには体育物品について、体育館倉

庫の利用方法の検討が必要であると思われる。 

 同校の体育館倉庫には学校物品のほかに、広島市

市民局の管理物品・近隣の同好会所有の備品も置か

れているが、整理ができていない状態である。 

 また、このように整理がなされていないことによ

り、前述の結果０５―０３―０８と結果０５―０３

―０９のとおり、平成１２年度取得の卓球台と平成

１６年度取得のものとの取り違えが発生したものと

思われる。 

 今後このようなことが発生しないためには体育物

品について、体育館倉庫の利用方法の検討が必要で

あると思われる。学校物品を適切に管理するととも

に、学校物品と他団体の物品を区分した置き場所に

ついて協議・検討されたい。 

 監査の意見を受けて、学校物品以

外の物品については、学校敷地内の

別に設置した倉庫に保管することと

した。 

 

(4) 使用していない物品について廃棄処分の検討（備品管理について） 

（監査対象校：己斐小学校） 

  （所管課：教育委員会総務部学事課） 

監 査 の 意 見 対 応 の 内 容 

 図書室にあるブラウン管のテレビは消耗品で使用

していないとのことであった。今後は廃棄処分を検

討されたい。 

 監査の意見を受けて、該当物品の

取扱いについて改めて検討したとこ

ろ、該当物品は使用に耐えない状態

であったため、廃棄した。 

 また、物品の適正管理に関し、備

品管理に係る注意事項等について周

知徹底を図るため、全ての学校長等

宛てに、令和７年１月に文書により

通知し、再発防止に努めている。 

 

 



 

(5) 備品台帳と現物の突合が困難なもの（備品管理について）（監査対象校：安東小学校） 

  （所管課：教育委員会総務部学事課） 

監 査 の 意 見 対 応 の 内 容 

 体育館に登録がある器具戸棚について、備品台帳

に仕様・形状の記載はあったものの、現物確認に時

間を要したため、備品台帳に仕様・形状をわかりや

すく記載されたい。 

 監査の意見を受けて、備品台帳と

現物の照合がより円滑に行えるよ

う、備品台帳の「形状その他」の欄

に当該現物の特徴や設置の状態につ

いての情報を記載した。 

 また、物品の適正管理に関し、備

品管理に係る注意事項等について周

知徹底を図るため、全ての学校長等

宛てに、令和７年１月に文書により

通知し、再発防止に努めている。 

 

(6) 消耗品へ変更した物品の備品シールの取扱改善（備品管理について） 

（監査対象校：三入小学校） 

  （所管課：教育委員会総務部学事課） 

監 査 の 意 見 対 応 の 内 容 

 消耗品への分類変更となった備品シールの抹消手

続について、これからは別途、消耗品である旨のラ

ベルの貼付か、×印を付す抹消手続を検討された

い。学校側から見た目が汚く見えるので丸いシール

でのやり方にした、とのことであるが、備品シール

に丸いシールを重ねて貼付するより、消耗品と記載

したラベルテープの貼付の方が丸いシールの貼付が

剝がれてしまう恐れもなく、誰もが認識しやすい。

今後の備品実査の際には誰もが備品か消耗品かの判

断ができるほうが好ましいため、検討されたい。 

 監査の意見を受けて、改めて検討

を行い、備品から消耗品に分類変更

した場合は、備品シールの上に消耗

品と記載したラベルを貼付すること

とした。 

 また、物品の適正管理に関し、備

品管理に係る注意事項等について周

知徹底を図るため、全ての学校長等

宛てに、令和７年１月に文書により

通知し、再発防止に努めている。 

 

(7) 備品登録があるが現物の確認が困難なものについて（備品管理について） 

（監査対象校：仁保中学校） 

  （所管課：教育委員会総務部学事課） 

監 査 の 意 見 対 応 の 内 容 

 体育館倉庫のチューナー３台についてチューナー

１台に備品シールの貼付が３枚あり、どれが現物の

管理番号か不明となっている。 

 学校内で調査したところ、備品シール１枚は本体

のもの、他２枚は本体内部の部品のもので、その部

品に貼付することができないため、やむを得ず本体

に３枚とも貼付していたことがわかった。学校内で

協議の上、現物と備品シールの対応がわかるよう

に、別途その旨を記載して本体に貼付することにし

たとのことである。 

 今後、本体内部の部品について備品シールを貼る

ことができない場合は、現物と管理番号の対応がわ

かるように表示されたい。 

 また、照合事務の際には現物確認が困難な場合、

管理者（使用者）から報告をされるように周知徹底

されたい。 

 

 監査の意見を受けて、該当する３

つの備品と備品シールの関係が分か

るように、それを示すラベルを貼付

した。 

 



 

(8) 備品台帳の登録内容の不備（備品管理について）（監査対象校：仁保中学校） 

  （所管課：教育委員会総務部学事課） 

監 査 の 意 見 対 応 の 内 容 

 備品台帳への使用場所・使用者の登録が適切では

ない。 

 理科室に電源装置（令和３年度取得）があるが使

用場所が「仁保中学校」となっている。備品管理に

おいて、使用場所の登録は現物確認の際に重要な情

報であるため、「仁保中学校」（学校全体）といっ

た登録は改められたい。 

 監査の意見を受けて、該当備品の

備品台帳の「使用場所」の欄を「理

科室」に変更した。 

 また、物品の適正管理に関し、備

品管理に係る注意事項等について周

知徹底を図るため、全ての学校長等

宛てに、令和７年１月に文書により

通知し、再発防止に努めている。 

 

(9) 取得経緯不明備品の存在（備品管理について）（監査対象校：瀬野川中学校） 

  （所管課：教育委員会総務部学事課） 

監 査 の 意 見 対 応 の 内 容 

 経緯不明な備品がある。 

 卓球場にある卓球台について、最近搬入されたよ

うな新しい卓球台がある。備品登録もなく、寄贈の

形跡もないとのこと。消耗品である可能性も低いと

のこと。適正な登録が必要であるため、校内で検証

されたい。 

 監査の意見を受けて、改めて調査

を行い、所有者から令和７年１１月

に寄贈を受けて、学校備品として登

録を行った。 

 また、物品の適正管理に関し、備

品管理に係る注意事項等について周

知徹底を図るため、全ての学校長等

宛てに、令和７年１月に文書により

通知し、再発防止に努めている。 

 

(10) 理科物品の現物確認の実施推進（備品管理について）（監査対象校：基町高等学校） 

  （所管課：教育委員会総務部学事課） 

監 査 の 意 見 対 応 の 内 容 

 理科物品については、取得年度が古い物品が備品

として多く登録されている。補助金を活用した取得

の可能性もあるため、今一度、古いものから少しず

つ管理番号と現物との突合確認をされたい。 

 監査の意見を受けて、理科教育設

備台帳と現物の突合確認を行った。 

また、理科教育設備台帳の更新に

合わせて、同台帳と現物の照合の徹

底を図るよう通知した。 

 備品管理については、物品の適正

管理に関し、備品管理に係る注意事

項等について周知徹底を図るため、

全ての学校長等宛てに、令和７年１

月に文書により通知し、再発防止に

努めている。 

 

(11) 備品台帳の登録内容の不備（備品管理について）（監査対象校：広島みらい創生高等

学校） 

  （所管課：教育委員会総務部学事課） 

監 査 の 意 見 対 応 の 内 容 

 音楽準備室に登録があるビデオディスク １０巻

セットについて、セット管理をしているため、備考

欄にその旨を記載するなどして適宜対応されたい。 

 監査の意見を受けて、該当備品の

備品台帳の「形状その他」の欄に

「１０枚セット」と記載した。 

 

(12) 使用していない備品について保管転換等の検討（備品管理について） 

（監査対象校：広島みらい創生高等学校） 

  （所管課：教育委員会総務部学事課） 



 

監 査 の 意 見 対 応 の 内 容 

 広島みらい創生高等学校は広島市内の定時制・通

信制高等学校６校を一つにして設立された経緯もあ

り、保管転換（備品の移動）により多数の古い備品

がある。 

 そのため、使用していない備品（理科物品 双眼

実体顕微鏡 ４台他）が多く見受けられる。今後も

使用する見込みがないものは順次、保管転換等を検

討されたい。 

 監査の意見を受けて、改めて使用

していない備品の確認を行い、使用

に耐えない備品は、廃棄した。 

 

(13) 備品台帳へ登録のない備品の存在（備品管理について） 

（監査対象校：広島みらい創生高等学校） 

  （所管課：教育委員会総務部学事課） 

監 査 の 意 見 対 応 の 内 容 

 備品台帳に登録がないが備品と思われる現物があ

る。 

 備品登録された卓球台は７台であるが現物は１３

台あり、中には５万円未満で入手できる消耗品とは

考えにくい新しいものがあった。備品台帳と現物と

の数量差も大きい。確認し、備品の場合は備品台帳

への登録を、寄贈・私物預かり等の場合は必要な対

応を行われたい。 

 監査の意見を受けて、改めて現物

を確認したところ、備品台帳に登録

されていない卓球台６台のうち５台

は備品から消耗品に分類変更された

ものであることが判明した。残りの

１台は備品台帳に登録し、備品シー

ルを貼付した。 

 

(14) 備品管理の今後について（備品管理について） 

（監査対象校：広島みらい創生高等学校） 

  （所管課：教育委員会総務部学事課） 

監 査 の 意 見 対 応 の 内 容 

 校内での備品の照合事務の際に使用されている書

式（調査を担当する先生方に配布する）は注意書き

も含めて、わかりやすく作成されているのだが、調

査する先生方が備品シール貼付の重要性や、備品台

帳に登録がないが備品シールの貼付があるものの確

認の必要性について、認識されていないことが見受

けられたため、今後校内で周知徹底されたい。 

 監査の意見を受けて、該当校の教

職員に対し、備品点検における備品

台帳と現物の照合の重要性を周知徹

底した。 

 また、物品の適正管理に関し、備

品管理に係る注意事項等について周

知徹底を図るため、全ての学校長等

宛てに、令和７年１月に文書により

通知し、再発防止に努めている。 

 

(15) 使用していないテレビについて廃棄処理の検討（備品管理について） 

（監査対象校：沼田高等学校） 

  （所管課：教育委員会総務部学事課） 

監 査 の 意 見 対 応 の 内 容 

 化学教室にソニー製のテレビ（モニター）が４台

ある。２台は「子テレビ」（ソニー ＰＶＭ２０８

０）で備品登録。１台は「ビデオモニター」（ソニ

ー ＫＶ２５ＤＪ２）で備品登録。残り１台は前述

のテレビ（モニター）と同時期に購入されたと思わ

れるが備品シールの貼付がない（備品台帳に登録も

ない）ため明らかとなっていない。どれも昭和６０

 監査の意見を受けて、該当物品に

ついて、改めて検討したところ、全

て使用に耐えなかったため、現物を

廃棄することとした。 

 また、物品の適正管理に関し、備

品管理に係る注意事項等について周

知徹底を図るため、全ての学校長等

宛てに、令和７年１月に文書により

通知し、再発防止に努めている。 



 

年取得・平成３年取得と古い。使用していないとの

ことから、廃棄処理を検討されたい。 

 

(16) 備品台帳の登録内容の不備（備品管理について）（監査対象校：沼田高等学校） 

  （所管課：教育委員会総務部学事課） 

監 査 の 意 見 対 応 の 内 容 

 跳箱について、備品台帳に使用場所の登録がない

ものがあった。保管転換により令和２年５月に異動

となっているものである。当初、保管場所が定まっ

ていなかったため登録漏れが発生したとのことだが

今後は漏れがないよう再発防止に努められたい。 

 監査の意見を受けて、該当備品の

備品台帳の「使用場所」の欄に記載

した。 

 また、物品の適正管理に関し、備

品管理に係る注意事項等について周

知徹底を図るため、全ての学校長等

宛てに、令和７年１月に文書により

通知し、再発防止に努めている。 

 

(17) 委託業務実績報告書に写真を添付させることについて 

（広島市立幼稚園園庭維持管理業務） 

   （所管課：教育委員会総務部施設課） 

監 査 の 意 見 対 応 の 内 容 

仕様書によれば、具体的な業務内容は①低木剪定

②草抜き③側溝の泥上げとされ、報告については、

受注者は毎月の業務完了後、業務を実施した幼稚園

における業務実施回数を記入し、園長の確認印(手

書きサイン不可)を受けた「完了届」と併せて、所

定の「委託業務実績報告書」を発注者に提出し、確

認を受けることとされている。 

具体的な業務内容を踏まえると、業務実施前と業

務実施後の現場の写真を撮影し、「委託業務実績報

告書」に添付することが望ましいと思われる。「完

了届」等の文書のみでは業務実施の効果を確認する

ことが困難であり、現場の写真を撮影することで、

業務実施日を客観的に記録することが可能になると

も考えられるため、検討されたい。 

 監査の意見を受けて、受注業者と協

議し、令和７年度の当該業務について

は、作業前及び作業後の写真を提出し

てもらい、業務の完了を確認した。 

また、令和８年度以降の当該業務の

発注に当たっては、仕様書に「所定の

「委託業務実施報告書」に作業場所に

おける作業前・作業後の写真を添えて

発注者に提出し、確認を受けること」

と明記することとした。 

 

 

 

 

 


